
町 本人

1 農地法第４条・５条・事変許可申請書 ○ ○

2 ○ 写

3 ○ 写

4 ○ ○

5 現場案内図（町図　及び　住宅地図の写し等に表示） ○ ○

6 誓約書（要 署名又は押印） ○ 写

7 資金証明（残高証明・融資証明） ○

8 農業委員の調査依頼書
原則として申請締切日の3日前ま
でに地区担当農業委員に調査を
依頼して下さい

○

9 平面図（建物の間取り等） 建築物がある場合 ○

10 地積測量図 １筆の一部を転用する場合 ○

11
土地改良区意見書
木曽川右岸土地改良区事務局は和知出張所内、その他
の土地改良区は地域の方に確認して下さい。

土地改良区の受益地である場合 ○

12 始末書（任意様式　　要 署名又は押印） 既に農地以外になっている場合 ○

13
隣接農地の同意書（要 署名又は押印）
※同意書の添付がない場合はその理由書と、隣接農地に
被害を及ぼさないよう措置・対処する旨の書面と図面

隣地が農地の場合 ○ 写

14
相続関係書類
※相続関係説明図・戸籍関係書類・相続放棄を証明する
書類等相続関係が判る書類一式

相続未登記の場合 写 ○

15
法人登記簿謄本又は定款若しくは寄付行為の
写し　　要原本証明

転用事業者が法人の場合 ○

16
再生エネルギー発電設備を用いた発電の認定
について（通知）

転用目的が太陽光発電施設用地の
場合
〈(一社)太陽光発電協会〉

写 写

17 検討結果回答書
転用目的が太陽光発電施設用地の
場合
〈中部電力〉

写 写

必要添付書類

【申請時、窓口に来られない方全員の委任状が必要です】

　委任状の様式は任意のものでかまいませんが、委任者の委任事項・意思確認のため、具体的な表
記をし、署名または押印をしてください。また、委任者の電話番号の記載にご協力願います（意思確
認のため、連絡する場合があります）。

◎上記の添付書類は一般的な例です。その他事業内容により必要となる書類があります。
◎訂正が生じた場合は、原則、書類の差替えとなりますが、訂正者（申請者や代理人）
　の署名により、訂正を行うことができます。また、訂正印がある場合は、従来とおり訂正
　を行うことができます。

農地法第４条・５条・事変申請添付書類

公図（字絵図）の写し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈法務局〉
※隣地の現況を記入

配置図及び排水計画図
※雨水、雑排水の排水計画及び隣地農地の用排水手当含む

全部事項証明書（土地登記簿謄本）3ヶ月以内　　　　　　　　　　〈法務局〉
※土地所有者の住所が登記簿謄本と異なる場合は住民票又は戸籍の附票添付



□

□

□

□

□

□

□

※小作権がある場合
第３者と賃貸借権等の設定がされている場合は、合意解約の手続きが必要となります。

※経営移譲年金の支給停止
農業者年金受給者が経営移譲年金を受給するために後継者に使用貸借権の設定をされている農地
などを転用する場合は経営移譲年金が支給停止になりますのでご注意下さい。

※農地を転用する場合には、農地法の許可のみではなく、他法令の許認可が必要な場合がありま
す。
これらの許認可が必要な転用は事前に他法令の許認可を受けるか、打ち合わせを行い、許認可の見
込みがある計画を立てる事が必要です。
〔開発許可、砂利採取法の許可等は、当該許可が出るまで、農地法の許可は出ません。また、転用目
的が太陽光発電施設用地の場合は、町の「太陽光発電設備設置事業届出書」の提出が必要です。〕

※ 農用地区域内の農地
農用地区域内の農地を転用する場合は、町に対して事前に農用地区域からの除外申請等を行い、農
用地からの除外をする必要があります。
〔農用地区域からの除外は、町での農地の土地利用計画であるので、申出があっても除外できない場
合があります。〕

※無断転用・違反転用には厳しい罰則があります。
無断で農地を転用したり、計画通りに転用していない場合は農地法違反となり、工事の中止や原状回
復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用
もあります。

許可申請の流れ
農地法第４条・５条許可申請・農地転用許可後の事業計画変更申請する場合は、八百津町農業委員
会総会にて審議の後、岐阜県農業会議に諮問します。
問題がなければ八百津町長へ進達し、許可となります。
よって、申請締切日から許可まで最低でも１ヶ月程かかりますのでご了承下さい。

◎問い合わせ先　　八百津町農業委員会　０５７４－４３－２１１１（内線２３３２）

農業委員会開催予定は、不定期です。
※ 許可申請等の締め切りは、農業委員会開催月の中旬です。
（詳しくは八百津町ホームページをご覧いただくか、農業委員会事務局までお問い合わせ下
さい。）

※農地取得後３年未経過の場合、許可が困難な場合があります。
農地を将来転用する目的で取得することは、耕作放棄の原因や農地法第３条の耕作目的の農地取得
とあわないため、取得から転用にいたる相当の理由が必要となります。


